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４ 調査結果の概要 
(1) 現在の経済的な暮し向き（Ｑ２） 

○ 現在の家計状況については､「心配なくくらしている」が71.5％。 

前回と比較すると、「心配である」が4.1ポイント増加。 

  

 

(2) 収入のある仕事の有無とその内容（Ｑ３） 

○ 現在、収入のある仕事をしている人は30.1％､前回と比較すると、「仕事をしていない」

が6.9ポイント増加。 

 

（単位：％）
家計にゆ
とりがあ
り、まっ
たく心配
なく暮ら
している

家計にあ
まりゆと
りはない
が、それ
ほど心配
なく暮ら
している

家計にゆ
とりがな
く、多少
心配であ
る

家計が苦
しく、非
常に心配
である

その他 わからな
い

平成13年度

平成７年度

15.1

19.4

56.4

55.3 18.7

6.7

5.1

21.2

0.3

1.2

0.6

心配はない　74.7 心配である　23.8

71.5 27.9

（単位：％）
農林漁業
（家族従
業者を含
む）

自 営 業
［ 商 工
サービス
業・自由
業（家族
従業者を
含む）な
ど］

常勤の被
雇用者

臨 時 ・
パート

その他
（*）

仕事はし
ていない

平成13年度

平成７年度

*　「その他」には、「会社の嘱託や顧問等で常勤でない被雇用者」、「内職」を含めた。

6.4

12.1

9.5

10.9 5.2

6.7

6.0

69.9

63.0

4.3

2.8

3.2

仕事をしている　37.0

30.1
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(3) 収入のある仕事をしている最大の理由（Ｑ４） 

○ 収入のある仕事をしている最大の理由は、経済的理由が半数を越えるが(55.3％)、経済

以外の理由も半数近くある。  

 

 

(4) 収入のある仕事をしていない最大の理由（Ｑ６） 

○ 仕事をしていない最大の理由は、年齢制限(21.0％)が最も多い。 

年齢制限で働くところが見つか
らないから

体力的に働くのはきついから

健康がすぐれないから

家事や介護など家でしなければ
ならないことがあるから

仕事以外に時間を使いたいから

条件に合う働くところがないから

収入を増やそうと思わないから

後継者（子供など）に家業を
譲ったから

その他

特に理由はない

無回答

21.0

18.5

16.5

7.4

5.4

5.2

2.5

2.3

3.2

15.0

3.0

0 10 20 30 （%）

（単位：％）
生 活 費を
まかなうた
め

生活費の
不足を補う
ため

そ の 他 の
経済的理
由

健 康 に よ
いから

生 き が い
が得られる
から

そ の 他 の
経済以外
の理由

　

　

平成13年度

平成７年度 9.6

8.5

8.6

7.9

9.5

13.1

17.4

16.3

38.0

38.8

16.8

15.3

経済的理由　56.3

55.3

経済以外の理由　43.7

44.7
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(5) 就業による収入を得られなくなった場合の年金による生活費（Ｑ10） 

○ 将来、就業による収入が得られなくなった場合、「年金により生活費をまかなえると思

う」が39.5％。 

 前回と比較すると、｢まかなえると思う｣が3.5ポイント、「足りないと思う」は5.1ポイン

ト減少し、「わからない」が8.7ポイント増加。 

 

(6) 生活費不足分の最も主要な対応方法（Ｑ10-ＳＱ） 

○ 年金では生活費が足りない場合の対応で最も多いのは、「生活費を節約して間に合わせ

る」(35.4％)で前回よりも9.0ポイント増加。 

逆に､前回最も多かった「子供に助けてもらう」は10.2ポイント減少して３番目の割合に。 

 

生活費を節約して間に合わせる

貯蓄を取り崩してまかなう

子供と同居したり、子供に助けて
もらう

財産収入（家賃収入、地代、配当
金、利子など）でまかなう

自宅などの不動産を処分したり、
担保にして借りたりしてまかなう

その他

わからない

無回答

35.4

27.1

26.4

4.5

2.3

0.3

2.0

2.0

26.4

21.8

36.6

6.9

2.1

1.3

4.6

0.2

0 10 20 30 40

平成13年度 平成７年度

（%）

（単位：％）
　
十分まかな
えると思う

　
何とかまか
なえると思う

　
多少足りな
いと思う

　
かなり足りな
いと思う

　
わからない

平成13年度

平成７年度

5.6

7.7

33.8

35.3

22.4

24.5

13.9

5.227.2

24.2

まかなえると思う　43.0 足りないと思う　51.7

39.5 46.6
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 (7) 就業による収入が得られなくなった場合の貯蓄の取扱い（Ｑ19） 

○ 将来､就業による収入が得られなくなった場合には、「貯蓄を取り崩していると思う」が

62.6％､前回と比較すると、7.1ポイント増加。 

 

  

(8) 高齢期の貯蓄取り崩しについて（Ｑ20） 

○ 高齢期の貯蓄は､｢病気や介護など、万一の場合以外には取り崩すべきではない｣が39.5％。 

前回と比較すると11.0ポイント減少、逆に｢貯蓄は、普通の生活を維持するために、普段

から少しずつ取り崩してもよい｣が10.0ポイント増加。 

 

普段から少しずつ    ：｢貯蓄は、普通の生活を維持するために、普段から少しずつ取り崩してもよい｣
普段から計画的に    ：｢貯蓄は、より豊かな生活や趣味にあった暮らしを送るために、普段から計画的に取り崩し
                      てもよい｣
臨時の出費がある場合：｢貯蓄は、旅行や大きな買物をする時など、臨時の出費がある場合にのみ取り崩してもよい｣
万一の場合          ：｢貯蓄は、病気や介護が必要になった時など、万一の場合以外には取り崩すべきではない｣　　
取り崩すべきではない：｢貯蓄は、もっぱら子供や家族に残すためのものであり、取り崩すべきではない｣

（単位：％）
　
貯蓄を取り崩し
ていると思う

　
貯蓄を取り崩し
はしないが、積
み増しはできな
いことになると
思う

　
貯蓄を積み増し
できると思う

　
わからない

平成13年度

平成７年度

12.5

13.855.5

62.6

28.5

23.2

2.2

1.6

（単位：％）
　
普段から
少しずつ

　
普段から
計画的に

　
臨時の出
費がある
場合

　
万一の場
合

　
取り崩す
べきでは
ない

 
その他

　
わからな
い

平成13年度

平成７年度

39.5

50.5

8.4

7.418.6

28.6

6.7

9.0

12.0

11.4

2.6

3.7 1.1

0.5
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(9) 老後の備え（Ｑ21） 

○ 現在の貯蓄額は､老後への備えとして「足りない」が過半数(57.1％)。 

前回と比較すると、4.6ポイントと増加。 

  

 (10) 不動産譲与の考え方（Ｑ24） 

○ 親の不動産は､「子供に継がせるべきである」が過半数(61.4％)､前回と比較すると3.3

ポイント減少。 

「不動産は、親（自分）の老後の生活の資金を得るために活用（売却、賃貸または担保に

するなど）してもかまわない」は15.6％､都市規模別でみると大都市では24.0％。 

 

  

（単位：％）
 
不動産は、そのま
ま子供に継がせる
べきである

 
不動産は、親（自
分）の老後の生活
の資金を得るため
に活用（売却、賃
貸または担保にす
るなど）してもか
まわない

 
どちらともいえな
い

　
わからない

平成13年度

平成７年度

61.4

64.7

15.6

14.2

7.4

7.713.4

15.6

（単位：％）
　
十分だと思
う

　
最低限はあ
ると思う

　
少し足りな
いと思う

　
かなり足り
ないと思う

　
わからない

平成13年度

平成７年度

7.7

10.2

26.4

29.0

35.0

28.4

8.8

8.324.2

22.1

足りると思う　39.1 足りないと思う　52.5

34.1 57.1
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(11) 老後の世話と不動産譲与（Ｑ25） 

○ 不動産を子供に譲る場合、「老後の世話をしてくれたかどうかに関係なく譲る」が約過半

数(48.3％)､「老後の世話をしてくれたかどうかによって差をつけて譲る」は約1/4(25.6％)。 

     

 

 (12) 財産管理を委ねる相手（Ｑ26） 

○ 財産の管理に不安が生じた場合、「子供や他の親族に財産管理を委ねる」が半数(50.0％)､    

既婚（配偶者あり）では42.8％、既婚(配偶者と離死別)では､71.7％。 

前回と比較すると、「配偶者に財産管理を委ねる」が4.5ポイント増加し、「子供や他の親

族に財産管理を委ねる」が3.4ポイント減少。 

 

  

(単位：％)
　
老後の世話をし
てくれたかどう
かに関係なく譲
る

　
老後の世話して
くれたかどうか
によって差をつ
けて譲る

　
どちらともいえ
ない

　
わからない

平成13年度

平成７年度

48.3

49.6

25.6

26.9

9.9

8.914.6

16.2

（単位：％）
　
自分の財
産なので
あくまで
自分で管
理する

　
配偶者に
財産管理
を委ねる

　
子供や他
の親族に
財産管理
を委ねる

　
弁護士な
ど信頼で
きる第３
者に財産
管理を委
ねる

　
その他

　
わからな
い

平成13年度

平成７年度（*）

*平成７年度は、この項目以外に「財産管理を引き受けてくれる信託銀行等に相談する」（0.5%）がある。

6.1

7.0

28.2

23.7

13.0

53.4

50.0

2.4

1.4 1.7

0.2

12.3
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(13) 財産管理支援制度の利用（Ｑ27） 

○ 成年後見制度を「利用したい」が2.5％、「関心はある」が12.6％、「わからない」が28.6％。 

 

 

 (14) 子供からの世話（Ｑ28） 

○ 万一からだが不自由となって、日常の生活が難しくなった場合、「子供の世話を受ける」

が約６割(58.9％)、前回と比較すると、4.4ポイント減少。 

逆に「子供の世話を受けないと思う」が6.4ポイント増加(22.5％)､都市規模別にみると

大都市では28.5％。 

  

 

（単位：％）
　
既に利用し
ている

　
利用したい

　
利用までは
考えていな
いが、関心
はある

　
利用しない

　
わからない

平成13年度

0.0 2.5

12.6 56.2 28.6

（単位：％）
　
子供の世話を受けると思
う

　
子供の世話を受けないと
思う

　
わからない

平成13年度

平成７年度

58.9

63.3 16.1

22.5

20.6

18.6
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 (15) 世話の形態（Ｑ28-ＳＱ１） 

○ 子供の世話を受けると思う人は、「現在同居している子供の世話を受けると思う」が

60.7％と最も多く、「これから同居して世話を受ける」19.4％(「自分が住んでいるところ

に子供が移る」12.4％、「子供が住んでいるところに自分が移る」7.0％)､「子供が、自分

の住んでいるところに通う」13.8％。 

 

 （16）世話の費用（Ｑ28-ＳＱ２） 

○ 子供から世話を受けないと思う人の、老人ホームに入居する等の費用は､「特に用意しな

くても年金でまかなうことができると思う」(32.8％)、「その場合に必要なだけの貯蓄は用

意していると思う」(16.2％)で約5割(49.0％)。 

前回調査と比較すると、「自宅を売却してまかなうことになると思う」が5.3ポイント増

加し12.5％、「子供からの経済的な援助を受けることになると思う」が3.4ポイント減少し

て10.9％。 

（単位：％）
　
現在同居し
ている子供
の世話を受
けると思う

　
自分が住ん
でいるとこ
ろに子供が
移ってくる
ことになる
と思う

　
子供が住ん
でいるとこ
ろに自分が
移ることに
なると思う

　
近くに住ん
でいる子供
が、自分の
住んでいる
ところに通
うことにな
ると思う

　
その他

　
わからない

平成13年度

平成７年度

60.7

62.3 12.1

12.4

6.9

7.0 13.8

12.6

0.8

0.3

5.3

5.9

（単位：％）
　
特に用意し
なくても年
金でまかな
うことがで
きると思う

　
その場合に
必要なだけ
の貯蓄は用
意している
と思う

　
貯蓄だけで
は足りない
が、自宅な
どの不動産
を担保にお
金を借りて
まかなうこ
とになると
思う

　
自宅を売却
してまかな
うことにな
ると思う

　
子供からの
経済的な援
助を受ける
ことになる
と思う

　
その他

　
わからない

平成13年度

平成７年度

32.8

33.0 16.0

14.4

14.0

16.2 11.2

10.3 7.2

12.5 10.9

14.3

5.2

2.1

49.0

49.0
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 (17) 社会保障給付と負担（Ｑ29） 

○ 少子高齢化が進む中で、社会保障制度を維持しようとするためには、「負担増はやむを得

ない」45.9％､「水準低下はやむを得ない」32.7％、「わからない」31.5％。 

 

  

(18) 負担増の内容（Ｑ30） 

○ 増税や社会保険料の引き上げあるいは社会保障給付の水準引き下げが必要な場合、「す

べての世代が負担」が30.5％、「高齢者世代が負担」が18.2％、「子供や孫の世代が負担」

が12.9％、「わからない」が36.8％。 

約半数（48.7％）が「高齢者世代も負担してもやむを得ない」と回答。 

（単位：％）
 
給付水準を
引き上げ、
増税や負担
増を行う

　
水準を維持
し、必要最
小限の負担
増はやむを
得ない

　
水準を一部
下げ、必要
最小限の負
担増はやむ
を得ない

　
負担増は反
対で、その
ための水準
低下はやむ
を得ない

　
給付水準を
下げ、負担
を軽減すべ
きである

　
その他

　
わからない

平成13年度 5.1 31.529.6 11.2 13.1 8.4

1.1

負担増はやむを得ない　45.9

水準低下はやむを得ない　32.7

（単位：％）
　
子供や孫の世代
の負担が増えた
り、給付水準が
下がったりして
もやむを得ない

　
高齢者世代の負
担が増えたり、
給付水準が下
がったりしても
やむを得ない

　
すべての世代の
負担が増えた
り、給付水準が
下がったりして
もやむを得ない

　
その他

　
わからない

平成13年度 12.9 18.2 30.5

1.7

36.8

高齢者世代も負担してもやむを得ない　48.7


